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公益社団法人 日本社会福祉士会 役員候補者

（任期 年度臨時総会から 年通常総会まで）

 
 
 
公益社団法人日本社会福祉士会 役員候補者選出規程第 条第 項第 号に基づき、以下のと

おり理事候補者を選出いたしました。

 

（敬称略）

氏 名 ふりがな 
所属 

県士会 
 所属  任期 

宮内 祥 みやうち あきら 岡山  株式会社 創心會 1 期目 
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  〇学会運営委員会 

１ 全国大会・社会福祉士学会において生涯研修制度共通研修課程における６領

域を基礎として構成する学会分科会の開催及びポスター発表の実施 

   ２ 実践研究能力向上のための全国大会プレ企画「事例研究ワークショップ」の 

開催（集合） 

   ３ 研究誌『社会福祉士』の企画・編集・発行 

４ 委員会体制変更の検討 

 

〇選挙管理委員会 

 １ 「役員候補者選出規程」及び「役職者の互選細則」に基づき、新理事の選出に 

かかる事務 

 

○倫理委員会 

   １ 本会が実施する調査研究事業（補助事業等）のうち、必要な事業について倫 

理審査を実施 

 

 

■企画室 

１ 政策提言にかかる情報収集 

２ 中期計画に関すること 

３ マスコミ等への情報提供・対応 

 

 

＜ソーシャルワーク推進局＞ 

■権利擁護推進部（権利擁護センターぱあとなあ） 

○権利擁護推進部合同委員会 

１ 都道府県ぱあとなあ連絡協議会の開催（集合・オンライン各１回） 

 

  ○後見委員会 

   １ 成年後見（利用促進含む）、未成年後見に関する政策動向への対応、関係団体 

との連携 

     （１）三士会（本会､日本弁護士連合会､日本司法書士会連合会､成年後見セン 

ター・リーガルサポート）協議への対応 

     （２）関係団体との連携協議への対応 

（３）民法改正後の対応に関する検討 

２ 都道府県社会福祉士会の成年後見、未成年後見事業の支援 

     （１）成年後見人材育成研修（委託研修）の開催 

     （２）成年後見・未成年後見に関する保険への対応（保険事故報告会の定期 

開催） 

     （３）ぱあとなあ名簿登録及び活動報告システムに関する対応 

     （４）ぱあとなあ概況調査の実施  

     （５）都道府県社会福祉士会が実施する成年後見､未成年後見事業の支援(規 

程類整備、概況調査による実態把握、情報提供等） 
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事業
年度

自 令和8年4月1日 法人コード A022370

至 令和9年3月31日 法人名
公益社団法人日本社会福祉
士会

認定規則第45条第3号

資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定 なし

事業
借入先 金額 使途

区分 番号

円

円

（２）設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定 なし

事業
設備投資の内容

支出又は収入の
予定額

資金調達方法
又は取得資金の使途

区分 番号

円

円
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【法人の事業について】 認定規則第45条第4号

事業
年度

自 令和8年4月1日 法人コード A022370

至 令和9年3月31日 法人名 公益社団法人日本社会福祉士会

１．事業の一覧

（１）公益目的事業

事業番号 事業名等

公 1 社会福祉士の資質の向上、権利擁護及び社会福祉の増進に寄与するための事業

（２）収益事業等

 〔１〕収益事業

事業番号 事業名等

収 1 物品販売等事業

 〔２〕その他の事業（相互扶助等事業）

事業番号 事業名等

他 1 都道府県社会福祉士会会員の相互扶助等に関する事業
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事業番号 事業の内容
当該事業の事
業比率（％）

公 1 社会福祉士の資質の向上、権利擁護及び社会福祉の増進に寄与するための事業 61.7

〔１〕事業の概要について（注１）

社会福祉士は社会福祉業務に係る国家資格であり、本会は社会福祉士によって構成される全国 47都道府県の社会福
祉士会を会員とする連合体組織である。
事業実施にあたっては、取り扱う社会福祉の分野毎に各専門委員会を設置し、当該専門委員会が中心となって、研

修等の開催、調査研究の実施等を行っている。
専門委員会は、そのときの社会情勢に応じて、取り扱う社会福祉の分野を臨機応変に対応させ、適宜、新設・統廃

合等を行っているが、いずれの委員会も、社会福祉士の資質の向上、権利擁護及び社会福祉の増進に寄与するため、
研修等の開催、調査研究の実施等を行う点では共通しており、事業内容の本質的な部分は共通している。
本会は、社会福祉士の資質の向上に努め、人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし

て、以下の事業を行っている。

１．研修等事業
社会福祉士が直面する福祉的課題は時代とともに変化するものであり、社会福祉士がその変化に対応し、社会福祉

の専門職として社会的な役割を果たしていくためには、専門性の向上と継続的な自己研鑽が不可欠である。
また社会福祉士及び介護福祉士法第 47 条の 2においても、社会福祉士は、「社会福祉及び介護を取り巻く環境の変

化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならな
い」と定められており、社会福祉士は資質向上の責務を負っている。
社会福祉士は、社会福祉の現場で活動する社会福祉の専門家であり、社会福祉士の資質の向上は、社会福祉の増進

に寄与し、もって、不特定多数の利益の増進に寄与するものである。
そこで、本会では社会福祉士の資質の向上を図るために、社会福祉士に対する社会的要請を踏まえた研修カリキュ

ラムを各委員会において企画・開発し、本会主催の研修会・研究集会等を実施するほか、本会の作成した研修カリキ
ュラムを各都道府県社会福祉士会へ伝達し、各都道府県社会福祉士会において同内容の研修会を実施することによっ
て、全国的な社会福祉士の資質の向上を図っている。
本会においては、社会福祉の専門家としてのキャリアパスをサポートするため、年次別・分野別に応じた体系的な

生涯研修制度を設けており、当該研修制度の中で、受講生の履修管理を行い、個々の社会福祉士の計画的・継続的な
受講を促している。
また、社会福祉の実践に関する専門知識・技術の普及に努めるため、社会福祉士に限らず、行政担当者や、社会福

祉施設勤務者等の社会福祉関係者を対象とした研修も開催している。
さらに、社会福祉に関する普及啓発、社会福祉関係者の相互研鑽の観点から、日本社会福祉士会全国大会・社会福

祉士学会を開催している。全国大会では、講演会・シンポジウムなどが行われ、社会福祉士が直面する課題について
参加者全員で考え、社会福祉士の役割について理解を深めるとともに、社会福祉士の活動のあり方を考える機会を提
供している。学会では、分科会ごとにテーマを設定し、都道府県社会福祉士会会員による研究成果の発表、シンポジ
ウムの実施、研修報告会などを行い、実践に基づく研究事例から参加者とともに社会福祉士の機能・役割等を考え、
情報を共有し、知識の向上を図っている。

２．調査研究事業
社会福祉士は、その時代における社会問題や法令改正などによって絶えず変化する社会的な要請に対応していく必

要がある。そのためには、社会福祉の実践において生じている問題に関する事例収集や調査研究を行い、分析・検討
し、解決策を求め、それを広く社会福祉の現場にフィードバックすることが必要である。
そこで本会では、調査研究等による社会福祉士の資質の向上、権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目

的として以下の事業を行っている。

（１）調査研究
テーマ別に設置された各委員会において、社会問題や法令改正などの社会情勢を踏まえ、取り組むべき課題を設定

し、当該課題に対応するため、国の委託や補助を受けながら、調査研究を行っている。当該調査の結果は本会のホー
ムページ上で公表するほか、その結果を手引き・研修会・研究発表など様々な形で社会福祉の現場に提供している。

（２）関係機関・関係団体に対する情報収集・情報発信
本会は、社会福祉に関連する国の会議・ワーキンググループ等への参画や、法令改正にあたってのパブリックコメ

ントの提出などを通じて、社会福祉士及び社会福祉現場の要請が適切に政策に反映されるよう提言活動を行い、権利
擁護・社会福祉の増進に努めている。
また、本会は、国際ソーシャルワーカー連盟に加盟し、国際会議に参加することで、海外における社会福祉の現状

の情報収集、日本における社会福祉の現状の情報発信を行っている。国際活動によって得られた情報については、本
会の機関誌およびホームページ等においてその内容を広く一般に情報提供している。

（３）研究誌・機関誌等の発行
本会では、社会福祉に関する研究論文、全国大会における講演内容等をまとめた研究誌「社会福祉士」を発行し、

都道府県社会福祉士会会員に頒布するとともに、ホームページ等で有償頒布している。
また、本会では、委員会、全国大会、国際会議等の活動を通じて得た社会福祉に関する有用な情報をとりまとめた

機関紙「日本社会福祉士会ニュース」を年数回発行し、社会福祉に関する情報の提供に努めている。なお、当該「日

２．個別事業の内容について

（１）公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）
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本社会福祉士会ニュース」は、本会のホームページにおいて公開しており、誰でも無償で閲覧することが可能となっ
ている。

３．相談事業
本会と都道府県社会福祉士会は、成年後見に関する相談等を行う権利擁護センター「ぱあとなあ」を設置している。

「ぱあとなあ」は、判断能力にハンディを持つ人々等の権利擁護支援を目的として設置した相談窓口である。
まず、社会福祉士が電話等による相談対応により問題を把握し、問題解決のために利用できる制度のコーディネー

トを行い、必要に応じて、家庭裁判所への申立手続きに関する相談支援、成年後見人等の紹介、地域の関係機関の紹
介などを行っている。
本会「ぱあとなあ」は、直接の相談受付の対応を行い、具体的案件については都道府県「ぱあとなあ」につないで

いる。また、各都道府県「ぱあとなあ」の活動を支援するため、１）都道府県「ぱあとなあ」の困難ケースに対する
指導・助言や不適切な事務執行を防止するための指導・助言、２）都道府県「ぱあとなあ」事業運営上の指導・助言
と体制整備、３）都道府県「ぱあとなあ」の活動に関する基準の制定やガイドラインの整備、４）受任状況の全国的
把握と公表等の活動を行っている。
また、本会は、都道府県「ぱあとなあ」の活動に関する基準やガイドライン等の情報の共有化、都道府県「ぱあと

なあ」における実務運営上の課題への相談、「ぱあとなあ」の運営のあり方の検討等を行う都道府県「ぱあとなあ」の
担当者を対象とした会議を開催しており、全国の「ぱあとなあ」運営の質の確保を図っている。

４．社会福祉活動
本会は、日本における社会福祉の職能団体の一つとして、その時の社会情勢に応じ、災害支援活動等必要と考えら

れる社会福祉活動を実施している。
　特に、大規模災害が発生した場合においては、被災者の相談対応や実態調査、地域ネットワークの再構築支援など、
災害発生直後だけではなく、その後の継続的な支援において、社会福祉士が果たす役割は非常に重要なものとなる。
　そこで全国の社会福祉士会で構成される本会が中心となり、都道府県社会福祉士会の協力のもと、臨機応変な社会
福祉活動を実践している。

（事業をまとめた理由）
上記の事業は、いずれも社会福祉士の資質の向上、権利擁護及び社会福祉の増進を目的として実施しているもので

ある。本会の事業活動は、社会福祉のテーマごとに各担当委員会において上記の事業を複合的に実施しているもので
あり、各事業は、密接不可分の関係にある。よって、本会においては、上記の事業を一つの公益目的事業としてまと
めている。

（事業の実施のための財源、事業に必要となる建物等の主な資産について）
上記事業による直接の収入としては、主として以下の収入がある。不足分は本会の会費によって賄っている。事業に
必要となる建物等の主な資産については、本会の事務所及び外部の研修会場等があり、いずれも賃借によっている。
（１）研修収入
（２）修了証明書発行収入
（３）業務受託収入
（４）受取負担金
（５）受取国庫補助金
（６）受取民間助成金

（受託事業について）
国・地方公共団体その他公益的な団体からの委託を要請された事業については、その事業が本会の目的に合致し、公
益性が認められると判断した場合、実施している。

（事業の重要な部分を委託している場合には、その委託部分）
本会は、全国組織であり、各都道府県社会福祉士会を会員とする連合体組織である。事業活動の範囲は日本全域に及
ぶため、本会のみで直接実施することが困難な部分については、都道府県社会福祉士会をはじめとする第三者の協力
を得て実施している。ただし、委託にあたっては、本会の担当委員会で実質的な内容の検討・企画、方針の策定など
を行ったうえで、実際の運営を外部に委託しており、いわゆる丸投げにあたるような委託は行っていない。

注１　　事業の概要の欄では、事業の実施のための財源、必要となる財産を含めて記載してください。また、事業の重要な部分を委託して

いる場合には、その委託部分が分かるように記載してください。
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２．個別の事業の内容について 

（１） 公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）

事業番号 公 1

〔２〕事業の公益性について

定款（法人の事業又は目的）上の根拠 第6条第1項第1、2、3、4、5、6、7、8号

事業の種類
（別表の号） （本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。）

03
本会は、社会福祉に関する研修等の実施・調査研究・相談等の事業を実施することにより、人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進を
図っており、これらの事業は、認定法2条別表第3号の「障害者若しくは生活困窮者または事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的
とする事業」に該当すると考える。

04
本会は、社会福祉に関する研修等の実施・調査研究・相談等の事業を実施することにより、人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進を
図っており、これらの事業は、認定法2条別表第4号の「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」に該当すると考える。

05
本会は、社会福祉に関する研修等の実施・調査研究・相談等の事業を実施することにより、人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進を
図っており、これらの事業は、認定法2条別表第5号「勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業」に該当すると考える。

07
本会は、社会福祉に関する研修等の実施・調査研究・相談等の事業を実施することにより、人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進を
図っており、これらの事業は、認定法2条別表第7号「児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業」に該当すると考える。

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注１)。）

 （下欄事業区分欄から、法人の事業に該当の区分を選択してく
ださい。事業区分ごとのチェックポイントがその横に表示されま
す。該当する事業区分がないと考える場合には、最後の(18)「
上記事業区分に該当しない場合」を選択してください。）

チェックポイントに該当する旨の説明

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、できるだけ対応するように、どのように事業を
行うのかがわかるように記載してください。）

その他説
明事項事業

区分 区分ごとのチェックポイント

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が
不特定多数の者の利益の増進に寄与すること
を主たる目的として位置付け、適当な方法で明
らかにしているか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれ
ているか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成
するような講座等の場合、質を確保するため、
レベル・性格等に応じた合理的な参加の要件を
定めることは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認
行為（受講者が一定のレベルに達したかについ
て必要に応じて行う行為）に当たって、専門家が
適切に関与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、
シンポジウムの場合には、確認行為については
問わない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われること
になっていないか。

（研修等事業について）
１．
当該事業は、社会福祉士の資質の向上及び社会福祉に関する専門知識・技術等の普及
を図り、もって権利擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目的として実施するもので
あり、当該目的は本会の定款上の目的として明示されている。

２．
研修等の開催情報については、ホームページなどで広く告知している。また、行政担当者
を対象とする研修など特殊なテーマに関する研修等については対象となる各都道府県自
治体に案内を郵送するなどして、広く参加を募集している。
本会の実施する研修等は、基本的には広く一般に受講機会を開いているが、一部の研修
等については、合理的な理由に基づき一定の受講要件を設けている。それぞれの受講要
件については以下のとおりである。

＜受講に制限のない研修等について＞
研修等の内容が一般的で、広く一般に受講機会を開くことが社会福祉の増進に寄与すると
思われる研修等については、誰でも受講が可能である。研修会の開催情報については、
ホームページなどを通して広く一般に周知しており、受講の機会が一般に開かれている。

＜社会福祉士資格を前提とした専門的な内容の研修等について＞
内容が社会福祉士資格を前提とする研修等については、質の確保の観点から、参加者を
社会福祉士に限定している。研修等の内容によっては、社会福祉士であっても一定の実務
経験や、一定単位の研修の履修などを要件としているものもあるが、いずれも質の確保の
観点から要件を設けているものである。
これらの研修等の中には対象者を各都道府県社会福祉士会会員としているものもあるが
、各都道府県社会福祉士会の会員は基本的に社会福祉士であれば誰でもなれるため、実
質的には社会福祉士全般に広く受講の機会が開かれているといえる。

＜特定の業務従事者を対象とする研修等について＞
行政担当者向けの研修等や、特定の専門分野に従事する担当者向けの研修等など、特
殊なテーマに関する研修等については、質の確保の観点から受講要件を設けている。対
象者であれば誰でも受講可能である。

＜講師予定者を対象とする研修等について＞
広く社会福祉に関する知識の普及を図るため、全国各地において実施する研修の講師予
定者を対象とした研修を行っている。当該講師予定者は、研修テーマに関する相応の知識
と実務経験を有し、講師として適当な人物である必要があるため、各都道府県社会福祉士
会から推薦を受けた都道府県社会福祉士会会員としている。当該研修の受益の対象者は
、受講者ではなく、全国において当該講師が行う研修を受講する多くの社会福祉士等であ
るため、受講の機会は広く開かれているといえる。

３．
いずれの研修についても、各分野における十分な知識・経験を有する社会福祉士、学識経
験者等の専門家が講師を務めており、専門家が適切に関与している。

４．
本会の内規に基づいて適切な金額を支払っている。
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(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利
益の増進に寄与することを主たる目的として位
置付け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表して
いなかったり、内容についての外部からの問合
せに答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密
性その他の委託元のやむを得ない理由で公表
できない場合があり、この場合は、当該理由の
合理性について個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与し
ているか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべて
を他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はない
か。

（調査研究事業について）
１．
本事業は、社会福祉の実践において生じている問題に関して事例収集・調査研究を行い、
分析・検討することで、具体的な解決策・対応策を求め、それを広く社会福祉の現場にフィ
ードバックすることにより、本会の目的である社会福祉の増進に寄与しているものであり、
当該目的は本会の定款上の目的として明示されている。

２．
調査研究の成果は、ホームページ等で広く一般に公表している。また、調査研究結果を研
修カリキュラムに反映させたり、調査結果を受けて新たな権利擁護支援システムを構築す
る等により、調査結果を広く社会に還元している。

３．
調査研究は、各テーマごとに設置された本会の委員会において行っており、当該委員会は
、社会福祉に関する豊富な知識と経験を有する社会福祉士や学識経験者などによって構
成されているため、専門家が適切に関与しているといえる。

４．
アンケート調査・集計等を外部に委託することはあるが、調査結果の分析・検討等は、本会
の委員会において行っており、いわゆる丸投げによる委託はない

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益
の増進への寄与を主たる目的に掲げていない
かを確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が
事業目的を実現するのに適切なものになってい
るかを確認する趣旨。）
ア 受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ 事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ 審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行
われることとなっているか）
エ その他（例 公益目的として設定した事業目
的と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝に
なっていないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、
事業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽
重には差がある。

（研究誌・機関紙について）
１．
本事業は、研究誌及び機関紙の企画・編集・発行を通して、社会福祉関係者の知識の向
上、実践の支援をすることにより、社会福祉の増進に寄与することを目的としており、当該
目的は本会の定款上の目的として明示されている。
２．
ア
研究誌は、都道府県社会福祉士会会員に頒布するとともに、ホームページ等で有償頒布
している。
また、機関紙は、都道府県社会福祉士会会員に頒布するとともに、ホームページ上で誰で
も閲覧可能としている。
イ
研究誌の企画・編集・発行は、本会の委員会で行っており、当該委員会は、社会福祉に関
する豊富な知識と経験を有する社会福祉士や学識経験者などによって構成されているた
め、専門家が適切に関与しているといえる。
また、機関紙の記事の内容は、関連する各委員会の委員等に依頼しており、委員は社会
福祉に関する豊富な知識と経験を有する社会福祉士や学識経験者などによって構成され
ているため、専門家が適切に関与しているといえる。
ウ
研究誌は、都道府県社会福祉士会会員が行った研究のうち優秀なものを選考し、その研
究成果を掲載している。選考に当たっては、本会の委員会が執筆者無記名で評価表を作
成し、公正な審査を行っている。
エ
研究誌及び機関紙は、社会福祉に関する専門的な内容や、実践に役立つ内容となってお
り、社会福祉の増進を目的とした内容であることは明らかである。

(5) 相
談、助
言

1.当該相談、助言が不特定多数の者の利益の
増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該相談、助言を利用できる機会が一般に開
かれているか。
3.当該相談、助言には専門家が適切に関与して
いるか。（例：助言者の資格要件を定めて公開し
ている）

（相談事業について）
１．
当該事業は、権利擁護に関する相談を行うことにより、権利擁護及び社会福祉の増進を目
的としており、当該目的は本会の定款上の目的として明示されている。
２．
相談は誰でも利用可能である。本会及び各都道府県社会福祉士会のホームページ等に問
い合わせ先を掲載することで、広く利用を呼び掛けている。
３．
相談は、社会福祉士が行っており、専門家が適切に関与しているといえる。また、都道府
県社会福祉士会のぱあとなあ担当者会議による情報交換や、都道府県のぱあとなあ運営
に関する助言・指導等を行うことにより、ぱあとなあ運営の質の確保を図っている。

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益
の増進への寄与を主たる目的に掲げていない
かを確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が
事業目的を実現するのに適切なものになってい
るかを確認する趣旨。）
ア 受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ 事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ 審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行
われることとなっているか）
エ その他（例 公益目的として設定した事業目
的と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝に
なっていないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、
事業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽
重には差がある。

（社会福祉活動について）
１．
本事業は、日本における社会福祉の職能団体の一つとして、その時の社会情勢に応じ、
必要とされるボランティア等の社会福祉活動を行うことにより、権利擁護・社会福祉の増進
に寄与することを目的としており、当該目的は本会の定款においても明示している。
２．
ア
本事業は、社会福祉士による支援を必要としていると認められる現場において実施してお
り、受益の機会は一般に開かれている。
イ
事業の実施に当たっては、社会福祉士をはじめとする専門家が適切な支援を行っている。
ウ
該当なし。
エ
該当なし。
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〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注２）

 許認可等の名称  根拠法令  許認可等行政機関 

注１ 　「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」を参考に記載してくださ
い。

注２ 　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してください。また、「許認可等
行政機関」は課名等まで記載してください。
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事業番号 事業の内容
定款（法人の事業又は

目的）上の根拠

収 1 物品販売等事業 第 6条第 1項第 10 号

事業の概要

会員バッジ等のグッズ、専門書籍、本会が推薦する受験対策書籍等の販売を行っている。

また、社会福祉士の模擬試験の後援等を行っている。

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注１）

許認可等の名称 根拠法令 許認可等行政機関

本事業の利益の額が０円以下である場合の理由又は今後の改善方策について（注２）

（２）収益事業について （事業単位ごとに作成してください。）

注１　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を

添付してください。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。

注２　本事業における利益から、管理費のうち本事業に按分される額を控除した額が、０円以下である場合に記載してください。
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事業番号 事業の内容
定款（法人の事業又は

目的）上の根拠

他 1 都道府県社会福祉士会会員の相互扶助等に関する事業 第 6条第 1項第 9号、10 号

事業の概要

１．都道府県社会福祉士会会員の活動支援を目的とした研修の実施

２．独立型社会福祉士の支援に関する事業

本会では、都道府県社会福祉士会の会員である独立型社会福祉士を名簿登録し、独立型社会福祉士のネットワーク化

を図り、活動基盤の整備を支援している。

３．社会福祉士賠償責任保険等の取り扱い

本会では、都道府県社会福祉士会の会員が加入する賠償責任保険等などの各種保険について保険会社と団体契約して

おり、会員は団体保険によって割安な保険料による加入が可能となっている。また、未成年後見人補償制度の運営主

体として、保険契約の締結に関する事務や、保険金請求等に関する事務を行っている。

４．都道府県社会福祉士会の支援

都道府県社会福祉士会の事務負担を軽減する観点から、都道府県社会福祉士会が徴収する会費や成年後見の名簿登録

料の徴収代行事務等を行っている。

５．認定社会福祉士認証・認定機構の事務運営

６．認定社会福祉士認証・認定機構の資格登録機関として、認定登録者の管理等の事務局運営を行う。

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注）

許認可等の名称 根拠法令 許認可等行政機関

（３）その他の事業（相互扶助等事業）について （事業単位ごとに作成してください。）

注　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を

添付してください。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。
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 公益社団法人 日本社会福祉士会 事務局 
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東京都新宿区四谷１－１３カタオカビル２階 
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